
(単位:％）

県税 県債

<96.4> <10.4>

90.6 15.8

<96.4> <9.7>

(90.6) (14.6)

97.8 21.8

<71.1> <7.7>

71.1 11.6

<103.2> <7.7>

99.1 11.2

<91.4> <6.9>

118.7 92.9 58.4 10.2

<99.7> <6.9>

103.7 94.8 60.3 9.6

《96.7》 <77.7> <5.3>

101.1 71.2 176.1 42.5 16.8

<75.4> <4.0>

98.5 89.5 104.4 38.6 17.8

<93.4> <3.7>

101.0 101.9 89.4 38.9 15.8

<95.2> <3.6>

99.4 100.2 104.8 39.2 16.6

<100.7> <3.7>

98.8 103.6 100.2 41.1 16.8

［102.7］ <116.8> <4.0>

106.0 119.1 82.9 46.2 13.2

［102.2］ <124.1> <4.8>

105.1 101.1 105.6 44.4 13.2

注1

2

3

4

5

平17

(104.4)

105.9

104.4 41.5101.2

49.9

(44.7)

49.0

(100.1)

105.0

平19

96.6

平18 103.0

平16

第３　参考資料

当初予算(一般会計）年度別伸率の状況

年度 規模 県税 県債
構成比

101.4

平20

 「県債」の欄の（　)は借換債除き、<　>は借換債、NTT債、減税補 債、調整
債、減収補 債(特例分)、臨時財政対策債、退職手当債及び除却債除きの計数。

　平成17年度から、一般会計で計上していた借換債は公債管理特別会計で計上。
　平成16年度の上段（　）は、借換債を除いた場合の計数。

100.4

　平成21年度の《　》は県税過誤納還付金及び還付加算金の増加分を除いた
場合の計数。

平23

平24

平25

平27

平26

　平成26、27年度の[　]は、地方消費税関連支出（地方消費税市町村交付金、地
方消費税都道府県清算金及び地方消費税徴収取扱費）を除いた場合の計数。

　平成23年度は6月補正後の計数。

平21

平22



県債

328,667,666 

(13.2%)

諸収入

227,482,303 

(9.1%)

国庫支出金

201,989,187 

(8.2%)

歳入予算の一般財源・特定財源内訳(一般会計)

（単位:千円）

予算総額

2兆4,817億
2,800万円

その他 44,233,547 (1.8%)

使用料及び手数料 31,494,645 (1.3%)

分担金及び負担金 10,298,911 (0.4%)

財産収入 2,422,791 (0.1%)

寄附金 17,200 (0.0%)

その他 205,456,002 (8.3%)
地方譲与税 122,456,001 (5.0%)
地方交付税 40,000,000 (1.6%)
財政調整基金取崩し 37,500,000 (1.5%)
地方特例交付金　 3,200,000 (0.1%)
交通安全対策特別交付金 2,300,000 (0.1%)
繰越金 1 (0.0%)

繰入金
財政調整基金
取崩し除く

116,469,295
(4.7%)

一般財源
1,562,886,002

(63.0%)

特定財源
918,841,998

(37.0%)

県税
1,103,000,000

(44.4%)

地方消費税清算金
254,430,000

(10.3%)



諸収入

227,482,303 

(9.1%)

県債

328,667,666 

(13.2%)

国庫支出金

201,989,187 

(8.2%)

歳入予算の自主財源・依存財源別内訳（一般会計）

予算総額
2兆4,817億

2,800万円

その他 167,956,001 (6.8%)
地方譲与税 122,456,001 (5.0%)
地方交付税 40,000,000 (1.6%)
地方特例交付金 3,200,000 (0.1%)
交通安全対策特別交付金 2,300,000 (0.1%)

（単位:千円）

自主財源
1,783,115,146

(71.8%)

依存財源
698,612,854

(28.2%)

県税
1,103,000,000

(44.4%)

その他 198,202,843 (8.0%)
繰入金 153,969,295 (6.2%)
使用料及び手数料 31,494,645 (1.3%)
分担金及び負担金 10,298,911 (0.4%)
財産収入 2,422,791 (0.1%)
寄附金 17,200 (0.0%)
繰越金 1 (0.0%)

地方消費税清算金
254,430,000

(10.3%)



人件費

692,391,363 

(27.9%)

扶助費

256,118,153 

(10.3%)

公債費

374,357,771 

(15.1%)

貸付金

183,676,728 

(7.4%)

その他

566,083,078 

(22.8%)

性質別歳出の状況（一般会計）

（単位:千円）

予算総額
2兆4,817億

2,800万円
義務的経費

1,322,867,287
(53.3%)

その他経費
885,679,055
(35.7%)

投資的経費
273,181,658
(11.0%)

公共事業
154,738,841

(6.3%)

単独事業
117,461,649

(4.7%)

災害復旧事業
981,168
(0.0%)

単独補助金
98,253,647
(4.0%)

繰出金
37,665,602
(1.5%)



教育費

584,728,108

(23.6%)

健康福祉費

387,549,638

(15.6%)

公債費

374,357,771

(15.1%)

産業労働費

210,729,267

(8.5%)

建設費

189,009,689

(7.6%)

警察費

168,131,009

(6.8%)

総務費

68,268,289

(2.7%)

農林水産費

67,257,167

(2.7%) その他

431,697,062

(17.4%)

目的別歳出の状況（一般会計）

（単位:千円）

予算総額
2兆4,817億

2,800万円

その他 431,697,062 (17.4%)
議会費 3,270,188 (0.1%)
振興費 10,799,971 (0.4%)
県民生活費 13,841,117 (0.6%)
環境費 6,632,940 (0.3%)
災害復旧費 981,168 (0.0%)
諸支出金 395,871,678 (16.0%)
予備費 300,000 (0.0%)



教育費

23.6%

健康福祉費

15.6%

公債費

15.1%

産業労働費

8.5%

建設費

7.6%

警察費

6.8%

総務費

2.7%

農林水産費

2.7%

その他

17.4%

目的別歳出の状況（一般会計）

県民一人当たりの歳出額

予算総額
2兆4,817億

2,800万円

平成26年1月1日住民基本台帳人口　 7,478,606 人

(78,187円)

(51,821円)

(50,057円)
(28,178円)

(25,273円)

(22,482円)

(9,129円)

(8,993円)

(331,844円)

その他 17.4% (57,724円)
議会費 0.1% (437円)
振興費 0.4% (1,444円)
県民生活費 0.6% (1,851円)
環境費 0.3% (887円)
災害復旧費 0.0% (131円)
諸支出金 16.0% (52,934円)
予備費 0.0% (40円)

(57,724円)



11,668

17,615

8,610

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

（億円）

（年度）

平2

歳出規模と県税収入の推移

○ 平成２７年度の県税収入は、平成２６年度に引き続き、１兆円の大台を確保できる見込みとなっているが、
税収の回復は途半ば。

○ 扶助費などの義務的経費の増加は続く。

（注）1 平成25年度までは決算額。平成26年度は最終予算見込額。平成27年度は当初予算見込額。
2 歳出及び義務的経費は借換債除きの規模。(義務的経費は最終予算額)

9,209 9,452
10,122

11,110

10,877
10,118

10,684
11,023

10,087
10,197 10,427

10,947

12,308

14,135

13,339

9,608
9,158 8,938

9,255
9,989

11,137 11,030

21,016 21,040 21,135
21,846

23,978

22,727
23,073

23,373

22,557 22,342
22,580

21,984

23,091 23,155
23,928

24,321

22,646 22,563 22,418
22,813

23,923
24,817

10,090 10,092
10,462

10,797

10,975 11,015 11,378
11,660

11,613
11,344

11,587 11,563
12,321

12,131 12,464 11,914 12,402 12,658 12,637 12,732
12,865 13,229

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

義務

歳出規模

県税収入

義務的経費
（人件費、扶助費、公債費）

（年度）



（注） 1　平成25年度までは決算額。平成26年度は最終予算見込ベース、平成27年度は当初予算見込ベース。

2　財源対策債等償還基金（6年度に減債基金に引継ぎ）を含んでいる。

3　　　部分は、翌年度の満期一括償還ルール積立の前倒し積立額

1,231

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000
（億円）

（年度）

5,906

494

108 105 138 134
505

1,288 1,295 1,298 1,300
1,061 883 883

437
197

319
474

588
675 750 820

1,121

1,416

1,805
2,128

2,641

3,193 3,721
4,418

5,023

5,533

407

259

350

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

（億円）

（年度）

１ 減債基金
基金残高の推移

3,443

1,662

2,180
平20前倒分

平19前倒分

平21前倒分
3,423

3,939

4,782

一定の年限後（満期）に全額償還する方式の県債について、その償還に備えて、総務省が示す
積立ルールに基づき毎年度発行額の３０分の１を減債基金に積み立てるもの

県債の償還に備えて、任意に積み立てるもの 4,493

○ 満期一括償還分については、将来の償還に備え、毎年度の所要額を確実に積み立てている。
○ 県が任意に積み立てる「その他」分は、平成２６年度２月補正で取り止めた５６０億円の再活用を含め、平成２７年度当初予算

において、全額を取り崩し。

5,301

平2

5,537満期一括償還分

その他

（年度）



1,440

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

（億円）

（年度）

319

215
173 140

30 30

111 111 112 112

313

620

405

747

187
136

275

816

442

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

（億円）

（年度）

２ その他の取崩し型基金

財政調整基金 137
大規模事業推進基金 437
福祉推進整備基金 100
道路、河川等整備基金等 766

111 111 111 111 113

30 30 32

財政調整基金 327
社会資本整備等推進基金 39
福祉推進整備基金 76

（注）１ 平成25年度までは決算額。平成26年度は最終予算見込ベース、平成27年度は当初予算見込ベース。
２ 本表の「取崩し型基金」は、財源調整に用いうる基金としており、平成12年度以降、財政調整基金、社会資本整備等推進基金
及び福祉推進整備基金の合計としている。

３ 白抜きは、繰入運用を示す。（平成10～14年度 81億円）

○ 健全で持続可能な財政基盤の確立を図るため、平成２６年度２月補正で財政調整基金へ７００億円を積立て。
○ 平成２７年度当初予算では、財政調整基金を３７５億円取り崩すものの、基金の繰入運用を行わない予算編成を実現。

平2



10,259

1,231

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

2

16,536
18,972

20,870 22,905
25,263

26,918
28,132

29,193
30,677 31,379 31,858 31,606 31,374 31,089 30,757 30,232 29,372 28,451 27,735 26,877 26,478 25,894

315 1,605

3,982
3,910

4,069
3,966

3,851 3,740
3,618

307

522

762

1,116

1,424

1,499
1,607

1,945

2,483
3,890

5,010 5,826 6,693 7,138
7,888

9,333
13,011

15,802
18,730 21,422 23,175 24,640

494 108 105 138 37 197 319 474 588 675 750 820
1,662

2,180
3,443 3,423

3,939 4,493 4,782 5,301
5,906 5,537

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(注) 平成25年度までは決算額。平成26年度は最終予算見込ベース、平成27年度は当初予算見込ベース。

白抜きは、臨時財政対策債、減税補 債、臨時税収補 債、退職手当債、調整債、第三セクター等改革推進債、除却債の計としている。

県債残高の（ ）は、減債基金の積立残高を控除した額。

○ 通常の県債の残高は着実に減少させてきているが、平成２０年度以降の特例的な県債の増発により、県債残高の

全体は増加を続けている。

○ 平成２６年度末以降、特例的な県債の残高が全体の半分を超えており、２７年度末は５２．２％を占める見込み。

県債残高の推移

(16,349)

(19,386)
19,494

(21,527)
21,632

(23,883)
24,021

(26,650)
26,687

(28,220)
28,417

(29,420)

29,739

(30,664)
31,138

(32,572)

33,160

(34,594)
35,269

(36,118)

36,868

(36,612)

37,432

(36,405)

38,067

(36,362)

38,542

(36,807)

40,250

（億円）

（年度）平

臨時財政対策債等
減収補 債（特例分）
通常の県債
減債基金の積立残高

特例的な県債

○県民一人当たりの県債残高

26年度末見込 ７１３，９５０円

27年度末見込 ７２４，０８８円

（県民7,478,606人・・・26年1月1日現在の住民基本台帳人口による）

52.2%

(40,124)

(42,354)

(45,649)

50,431

43,547

46,293

(43,829)
48,322

(46,849)

52,150

54,152
(48,615)(47,487)

53,393

16,843

(9,028)

10,259



＊　減収補 債…普通交付税で算定された基準財政収入額が過大で実態の税収がそれを下回る場合に発行が認められる

　　　地方債。その元利償還額の75％が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。平成19年度から、当分の間、建設

　　　足額（臨時財政対策債発行可能額振替前の基準財政需要額と基準財政収入額の差額）及び財政力を考慮して算出す

　　　る財源不足額基礎方式により算定されるものであり、財政力が高い団体ほど臨時財政対策債の配分割合が大きくなる仕

　　　組みとされている。

　

県債発行の状況（当初予算ベース）

＜特例的な県債＞

＊　調整債…法人事業税の国税化に伴う減収額を補 するために認められた特例地方債。

　　　事業等に充当しなくてよい特例債制度が設けられた。

＊　臨時財政対策債…平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債。地方交付税の振替措置であり、後年

　　　度にその元利償還額の100％が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。発行可能額は、各地方団体の財源不

＊　退職手当債…大量定年退職等に伴う退職手当の大幅な増加に対応するため、定数削減効果等が償還財源として確保

　　　される場合に、発行が許可される特例地方債。

＊　減税補 債…恒久的な減税等の実施による地方公共団体の減収額を補 するために設けられた特例地方債。恒久的

＊　借換債除きで整理している。

　　　減税の廃止に伴い、平成18年度をもって廃止となった。

＊　除却債（公共施設等の除却に係る地方債）…平成26年度に公共施設等総合管理計画に基づいて行われる公共施設等

　　　の除却について設けれられた特例地方債。

1,700
1,554 1,550

1,204

908 849 808 814 
951 

1,180
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1,370
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0
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3,000
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4,000

4,500

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

３，７４６ ３，７５４

２，４７０
２，２９４

３，１１４

２，１７５

３，９９８

３，８３０

３，５７４

○ 県税収入の減収に伴い、平成２１年度以降地方交付税の振替措置である臨時財政対
策債が大幅に増加。近年は、県税収入の増加に伴い減少傾向にあるが、引き続き多額
の発行を余儀なくされる状況。

減収補 債（特例分）

臨時財政対策債

退職手当債

その他の特例的な県債

通常の県債

（6月補正後）
（注）各年度は当初予算額。ただし、平成23年度は６月補正後予算額。

その他の特例的な県債は、減税補 債、調整債、除却債の計としている。

３，２８７

（億円）

－23－



※　( 　　)は、18、19、20年度の2月補正において前倒すこととした満期一括償還ルール積立を、それぞれ

　　　19、20、21年度の公債費に加えた額。

　　　公債費の状況（当初予算ベース）

1,508
1,674 1,587 1,605 1,626 1,675 1,703 1,623 1,651 1,637
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18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

市場公募債等満期一括償還ルール積立

公債諸費
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○ 特例的な県債の増発に伴う県債残高の増加に対応して、公債費は高止
まりしており、今後の動向に十分留意していく。
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都道府県別財政指標（平成25年度普通会計決算ベース）

H22国調人口 地方債残高

人 千円 円 順位 ％ 順位 ％ 順位 順位

1 北海道 5,506,419 5,839,732,858 1,060,532 36 320.6 46 21.3 47 0.38903 29
2 青森県 1,373,339 1,310,700,063 954,389 32 166.3 11 16.3 36 0.30913 35
3 岩手県 1,330,147 1,514,988,782 1,138,963 42 246.2 39 19.4 45 0.30344 37
4 宮城県 2,348,165 1,647,490,764 701,608 13 241.4 38 14.4 22 0.52562 17
5 秋田県 1,085,997 1,293,313,008 1,190,899 46 238.4 36 15.4 31 0.27257 44
6 山形県 1,168,924 1,182,642,584 1,011,736 35 233.3 35 13.9 18 0.31665 34
7 福島県 2,029,064 1,403,394,307 691,646 11 143.5 7 13.5 14 0.43410 22
8 茨城県 2,969,770 2,122,440,372 714,682 17 250.1 40 13.9 18 0.60690 8
9 栃木県 2,007,683 1,109,407,333 552,581 6 118.7 5 11.5 4 0.57360 11
10 群馬県 2,008,068 1,170,964,236 583,130 7 169.0 12 12.0 5 0.56379 12
11 埼玉県 7,194,556 3,677,602,675 511,165 5 213.0 28 12.7 9 0.74636 5
12 千葉県 6,216,289 2,963,409,909 476,717 3 179.3 15 11.3 3 0.75485 4
13 東京都 13,159,388 5,510,470,279 418,748 2 73.2 2 0.6 1 不交付(0.87052) -
14 神奈川県 9,048,331 3,727,963,206 412,006 1 161.4 9 11.1 2 0.91340 3
15 新潟県 2,374,450 2,739,260,493 1,153,640 44 282.9 45 17.5 43 0.39822 26
16 富山県 1,093,247 1,228,740,010 1,123,936 40 265.3 44 17.4 42 0.42943 24
17 石川県 1,169,788 1,263,797,884 1,080,365 37 229.3 32 15.5 33 0.43608 21
18 福井県 806,314 877,822,569 1,088,686 38 182.7 16 16.7 39 0.36620 31
19 山梨県 863,075 989,769,442 1,146,794 43 215.8 29 16.5 38 0.37267 30
20 長野県 2,152,449 1,594,258,963 740,672 20 185.0 18 14.2 21 0.44393 20
21 岐阜県 2,080,773 1,476,556,131 709,619 14 202.2 25 17.0 40 0.49879 18
22 静岡県 3,765,007 2,681,661,193 712,259 16 239.1 37 14.9 27 0.68362 7
23 愛知県 7,410,719 4,866,280,594 656,654 10 232.7 34 15.5 33 0.92681 2
24 三重県 1,854,724 1,342,520,908 723,839 18 194.8 21 14.6 24 0.55413 14
25 滋賀県 1,410,777 1,048,779,932 743,406 21 206.1 26 15.0 28 0.52731 16
26 京都府 2,636,092 1,841,985,084 698,756 12 254.4 43 15.4 31 0.54959 15
27 大阪府 8,865,245 5,598,099,614 631,466 8 227.5 31 19.0 44 0.72787 6
28 兵庫県 5,588,133 4,340,766,264 776,783 23 341.1 47 16.2 35 0.59521 9
29 奈良県 1,400,728 1,102,237,374 786,903 24 185.6 19 12.1 6 0.39671 27
30 和歌山県 1,002,198 977,205,442 975,062 33 189.5 20 12.1 6 0.29912 38
31 鳥取県 588,667 665,716,186 1,130,888 41 108.9 3 12.7 9 0.24074 45
32 島根県 717,397 991,450,080 1,382,010 47 178.2 14 13.2 11 0.22401 47
33 岡山県 1,945,276 1,380,791,290 709,818 15 212.4 27 13.4 13 0.47525 19
34 広島県 2,860,750 2,128,351,280 743,984 22 251.3 41 13.7 17 0.55590 13
35 山口県 1,451,338 1,293,472,144 891,227 30 221.1 30 15.1 30 0.39886 25
36 徳島県 785,491 913,473,865 1,162,934 45 197.5 22 20.1 46 0.29367 42
37 香川県 995,842 857,379,343 860,959 27 198.5 23 14.7 25 0.43260 23
38 愛媛県 1,431,493 1,040,663,329 726,978 19 166.1 10 13.5 14 0.38951 28
39 高知県 764,456 834,498,327 1,091,624 39 158.5 8 13.6 16 0.22891 46
40 福岡県 5,071,968 3,313,900,508 653,376 9 254.2 42 14.8 26 0.58133 10
41 佐賀県 849,788 722,113,418 849,757 26 114.1 4 13.3 12 0.30663 36
42 長崎県 1,426,779 1,229,232,148 861,543 28 183.2 17 14.4 22 0.29561 41
43 熊本県 1,817,426 1,461,976,023 804,421 25 198.9 24 13.9 18 0.36218 32
44 大分県 1,196,529 1,053,934,170 880,826 29 173.0 13 15.0 28 0.33728 33
45 宮崎県 1,135,233 1,040,784,032 916,802 31 139.6 6 17.1 41 0.29888 39
46 鹿児島県 1,706,242 1,686,087,263 988,188 34 231.0 33 16.3 36 0.29847 40
47 沖縄県 1,392,818 672,044,097 482,507 4 65.9 1 12.2 8 0.28855 43

（単純平均） 2,724,625 1,909,151,697 836,287 - 200.9 - 14.6 - 0.46370 -

＊

＊

＊
＊ 　順位については、良い方（小さい）から1番としてある。

　将来負担比率は一般会計等の地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する
可能性の度合いを示すもの。

　実質公債費比率は地方債の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すもの。

実質公債費比率 財政力指数都道府県名 一人当たり残高 将来負担比率

　財政力指数が1を超える場合（基準財政収入額が基準財政需要額を上回る場合）には、当該団体は地方交付税の不交付団体となる。
なお、東京都は特別区と合算して地方交付税が算定されるため、不交付団体となる。(上記数値は直近３箇年の平均値である。)


